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資料２

令和７年７月２９日令和７年度権利擁護地域連携ネットワーク協議会 資料



本人 ・ 家族 ・ 支援関係者

一 次 相 談 窓 口
（地域包括支援センター、障害者生活支援センター、市社協

障がい福祉課、子育て支援課）

成年後見ステーション

成年後見制度の利用についての相談

・成年後見制度の利用が必要と
思われるケース等について相談

関係機関・
専門職団体

事務局（社会福祉課）

（令和４年４月～）（従来）
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関係機関・専門職団体

制度説明、制度利用に
関する助言等支援

制度説明、制度利用に
関する助言等支援

必要に応じて、三士会等の専門職を
交えた検討や専門的判断を行う。

京田辺市の成年後見制度支援体制
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人口 ７１，４０５ ７１，６６７ ７１，７１３

６５歳以上の人口 １７，６１１ １７，６６０ １７，７５７

要介護認定者数 ３，１３０ ３，３０４ ３，４９７

精神障害者保健福祉手帳所持者数 ５８７ ６８０ ７５２

療育手帳所持者数 ５７８ ６３２ ６６８

日常生活自立支援事業利用者数 ３９ ３８ ４３

成年後見制度
利用者数

後見 ６９ ８１

保佐 ４７ ５２

補助 １１ １０

任意後見 １ １
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京田辺市の概要

令和５年１月３１日時点

（単位：人）

令和６年３月３１日時点 令和７年３月３１日時点

（家庭裁判所からの提供
資料より引用）



令和６年度成年後見ステーション実績報告
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１．相談支援事業

【成年後見ステーションにおける対応ケース】

１１件 （令和６年３月末現在）

区分 高齢 障がい 合計

件数 ９件
（うち新規７）

２件
（うち新規２）

１１

内容 申立てに関する支援 ５件
（市長申立２件、
本人申立２件）

１件
（本人申立１件）

６

その他 ４件 １件 ５

個別ケースについて専門職への助言依頼 ２

〇内訳

ケース傾向

● 高齢者ケースでは、身寄りのない高齢者、認知症の夫婦・世帯全体として支援が必要（8050問題等）なケースに係る相談など

● 障がい者ケースにおいては、負債や生活困窮、本人の制度利用に対する拒否等、複合的な課題による支援方針の検討など

⇒制度の利用だけでは課題解決に至らないケース、制度そのものにつながらないケースが増えてきている。



令和６年度成年後見ステーション実績報告
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１．相談支援事業

【年間の推移】

令和４年度 令和５年度 令和６年度

件数（総数） １０ １３（８） １１（９）

高齢者 ７ １１（７） ９（７）

障害者 ３ ２（１） ２（２）

市長申し立て ５ ３ ２

専門的助言 ３ ４ ２

● 新規ケースとしてはほぼ横ばいで推移している。

● 専門的助言についてはメーリングリストによる助言依頼数となっており、運営委員会で随時
助言をいただき検討する体制をとっている。

（ ）内は新規数
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令和6年度一次相談窓口対応実績 （参考）
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【区分別内訳】 ※延べ件数

【分野別内訳】

実人数 申立てに向
けた支援

申立てに
至った件数

高齢者相談
（地域包括支援センター）

４２ １４ ９

障がい者相談
（障害者生活支援センター）

１４ ６ ５

京田辺市社会福祉協議会 ５２ ３ ２

事務局（社会福祉課） １６ ０ ０ ※市長申立を除く
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【相談、支援内容の傾向】

（高齢分野）

⚫ 精神障害や発達障害が疑われる高齢者で、身内に助けてもらえる人がいなくて知人を頼っていたが、認知面の悪化により
公的な支援が必要になってきたケース。

⚫ 銀行が認知症と知れば通帳が使えなくなるのではないか、金融機関から制度の案内があった等。

⚫ 土地や家の名義人が認知症になった場合や配偶者死亡による相続人が認知症の場合など、今後に備えた相談（成年後見
制度・任意後見制度）。

（障がい分野）

⚫ スマートフォンでの後払い決済、ペイペイ等の電子決済の場合など金銭管理が困難で制度利用等の対応が必要なケース。
（知的障害者、精神障害者とも同様の傾向）

⚫ ８０５０問題のケース。これまで家族で本人をケアしていたが、家族が高齢化・認知症などになり、両方とも成年後見人等が
必要になるケース。

⚫ 家族の死亡で相続等が生じることによって手続きや金銭管理の課題が発生したり、親族間の問題が生じて制度利用の検討
が必要となるケース。

令和６年度一次相談窓口対応実績 （参考）



２．広報、啓発事業

・ 啓発事業の実施

〇成年後見ステーション権利擁護研修「成年後見について考えよう（応用編）」

開催日 ： 令和６年１１月２１日（木）

出席者 ： ２８名（高齢者関係 １６名 、 障がい関係 ３名 、 医療機関 ４名 、 その他 ５名）

内 容 ： 講義 「成年後見人による権利擁護 ～本人がメリットを感じられる支援とは～」

事例検討会「８０５０問題から成年後見制度を考える」

〇市民向け啓発事業

内容 ： 市役所ロビーにて成年後見制度についてのパネル展示、資料の配付

開催日 ： 令和７年１月２７日～３１日
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令和６年度成年後見ステーション実績報告

参加者の感想

「様々な視点でみることが体制で、連携してサポートしていくことが必要だと改めて感じた。」

「 家族単位での支援の方法や考え方について、色々な意見を聞くことができ勉強になった。」

「８０５０問題は介護の現場でも深刻です。」



３．ネットワーク構築

①権利擁護地域連携ネットワーク協議会

令和６年度 １回開催（７月）

②運営委員会

中核機関を構成する関係各課及び関係機関と専門職（三士会）による運営委員で構成。

令和６年度 ３回開催（６月、１０月、３月）

・対応ケースにおける課題の分析や対応方針等に対しての助言。

・事業運営上の課題や事業内容についての協議。

・関係機関を交えた意見交換。（田辺警察署、京田辺市消費生活センター）

③定例会

中核機関担当者及び各一次相談窓口の担当者で構成する連絡会。

令和６年度 ６回開催（偶数月）

・相談内容の報告や共有、課題についての検討など。

・成年後見制度等、権利擁護に関する情報共有。

・啓発事業等取り組み（協同開催）の検討。
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令和６年度成年後見ステーション実績報告
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